
 参考資料１－⑦  

   

県有遊休施設等の有効利用によるＮＰＯの拠点づくり事業 

   

１ 概要  

  ＮＰＯ活動促進策の一環として，県が所有する遊休施設等をＮＰＯの活動拠点として比較的安価な賃借

料で貸し付ける事業。 

  借受団体は，機会の公平性を確保するため，公募を行い，企画コンペを実施して決定する。 

 

２ 借受団体の資格要件 

  次のいずれにも該当する者 

 （１）「宮城県の民間非営利活動を促進するための条例（平成１０年宮城県条例第３６号）第２条第２項に

規定する「民間非営利活動団体」であること。 

  （２）宮城県内を主たる活動地域とする団体であること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

民間非営利活動施設 第 1号 

（仙台市宮城野区幸町） 

みやぎいのちと人権リソースセンター 

民間非営利活動施設 第４号 

（仙台市青葉区上愛子） 

特定非営利活動法人 

シャロームの会 

民間非営利活動施設 第２号 

（岩沼市） 

特定非営利活動法人 

ハンス・バーガー協会 

民間非営利活動施設 第６号 

（白石市） 

※現在募集準備中 

３ 施設の位置図 

●令和４年３月１日現在 

民間非営利活動施設 第３号 

（山元町） 

社会福祉法人山元町社会福祉協議会 

 



●施設の写真等 

 民間非営利活動施設第１号 民間非営利活動施設第２号 

  

民間非営利活動施設第３号 民間非営利活動施設第４号 

  

民間非営利活動施設第６号  

 

 

 

４ 貸付条件 

（１）貸付期間は５年間。再契約は１回のみ可能で，契約期間は５年以内。 

  ※ただし，事業実績を外部委員会で評価し，成果が上がっていないと判断された場合は再契約を結ばな

い可能性もある。 

（２）施設の維持管理は借受団体が責任を持って行う。 


